
中⼭間地農業ルネッサンス事業＜⼀部公共＞

＜対策のポイント＞
本事業の取組に係る国の指針に則して、複数の市町村単位等で中⼭間地農業の振興を図る地域別農業振興計画を都道府県が策定し、この計画に基づく
地域特性を活かした活動の推進や各種⽀援事業の優遇措置により、中⼭間地農業を⽀援します。

＜事業⽬標＞
中⼭間地域等において、地域資源を活⽤した商品開発等による付加価値向上や販路開拓に取り組み、事業⽬標を達成した地区の創出（300地区［令和12年度まで］）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．農⼭漁村振興交付⾦のうち中⼭間地農業推進対策

中⼭間地域等において、地域別農業振興計画に基づき、収益⼒向上や販売⼒
強化等に関する取組、複数の集落の機能を補完する農村RMOの形成、デジタル技
術の導⼊・定着を⽀援します。

農村型地域運営組織（農村RMO︓Region Management Organization）
複数の集落の機能を補完して、農⽤地保全活動や農業を核とした経済活動と

併せて、⽣活⽀援等地域コミュニティの維持に資する取組を⾏う組織

２．多様で豊かな農業と美しく活⼒ある農⼭村の実現に向けた⽀援
中⼭間地域等の特⾊を活かした農業や、観光、福祉、教育等と連携した都市農

村交流や農村への移住・定住に向けた取組を推進します。

３．地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承
地域の共同活動を⽀援する多⾯的機能⽀払交付⾦等による取組を推進し、兼

業農家も含めた⼩規模な農業者も地域の重要な⼀員として⽀援します。

[連携事業] 農⼭漁村振興交付⾦ （⼭村活性化対策）

多様で豊かな農業と美しく活⼒ある農⼭村の実現に向けた⽀援

[⽀援事業]
優遇措置※

・ 多⾯的機能⽀払交付⾦
・ 環境保全型農業直接⽀払交付⾦
・ ⿃獣被害防⽌総合対策交付⾦のうち整備事業
・ ⾥⼭林活性化による多⾯的機能発揮対策交付⾦

地域コミュニティによる農地等の地域資源の維持・継承

[⽀援事業]
優遇措置※

[連携事業] 中⼭間地域等直接⽀払交付⾦

中⼭間地農業推進対策
○ 中⼭間地農業ルネッサンス推進事業︓収益⼒向上等の取組、優良事例創出を⽀援
○ 農村型地域運営組織（農村RMO）形成推進事業︓農村RMO形成、伴⾛⽀援体制構築等を⽀援

・ 強い農業づくり総合⽀援交付⾦のうち産地基幹施設等⽀援タイプ
・ 農業農村整備関係事業
・ 集落営農連携促進等事業
・ みどりの⾷料システム戦略推進交付⾦のうちバイオマスの地産地消（整備事業）
・ 農⼭漁村振興交付⾦（地域資源活⽤価値創出対策 等）
・ 持続的⽣産強化対策事業のうち茶・薬⽤作物等地域特産作物体制強化促進

地域を下⽀え

＜事業の流れ＞

国
都道府県、⺠間団体

都道府県 市町村、地域協議会
定額

（１の事業）

（１の事業）

定額、1/2以内

注 ２、３の事業の流れは事業ごとに異なります。

定額、1/2以内

令和８年度予算額 41,319百万円（前年度 41,152百万円）

※ 採択に当たっての配慮、上限事業費・交付率の拡⼤、受益⾯積要件の緩和、事業要件の緩和等

（03-3501-8359）農村振興局地域振興課［お問い合わせ先］



中山間地農業推進対策による支援

中⼭間地農業ルネッサンス事業における優遇措置

上限事業費・交付率の拡大

事業要件の緩和等

採択に当たっての配慮

○農山漁村振興交付金
中山間地域等で地域資源活用価値創出対策及び最適土地利用総合対策の取組を行う

場合に審査時のポイント加算等

○農業生産基盤情報通信環境整備事業
中山間地域等で取組を行う場合に優先的に採択

○鳥獣被害防止総合対策交付金のうち整備事業
被害防止施設等の整備を行う場合に優先配分

○里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金
農地等の維持保全にも資する取組を行う場合に優先的に採択

○みどりの食料システム戦略推進交付金のうちバイオマスの地産地消（整備事業）
中山間地域等で取組を行う場合に審査時のポイント加算

○持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進
中山間地域等で取組を行う場合に優先的に採択

○集落営農連携促進等事業
中山間地域等で取組を行う場合に優先的に採択

○強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ、新
基本計画実装・農業構造転換支援事業
・ 中山間地域等に対する受益面積要件を緩和（稲：50ha→10ha 等）
・ 都道府県知事が特に必要と認める場合には面積要件を撤廃（強い農業
づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプにおいては、優
先加算ポイントの適用案件のみ）

○農業農村整備関係事業
（１）農業競争力強化基盤整備事業

・ 農地整備事業（中山間地域型）について、中山間地域等に対する受益面
積要件を緩和（20ha以上→10ha以上）

・ 農地中間管理機構関連農地整備事業について、中山間地域等に対する受
益面積要件を緩和（10ha以上→５ha以上）

・ 水利施設等保全高度化事業について、中山間地域等に対する受益面積要
件を緩和（20ha以上→10ha以上）

（２）農山漁村地域整備交付金、農村整備事業
農道の保全対策について、過疎地域等の条件不利地域においては受益

面積要件30ha以上（その他地域においては50ha以上）で実施

受益面積要件の緩和

○農地集約化促進事業
事業要件及び交付対象農地要件である「団地」の面積規模の緩和等（一般
地域の1/2）

○多面的機能支払交付金
広域活動組織の設立要件を変更（｢農用地面積が200ha以上｣→｢農用地面積

が50ha以上｣又は｢３集落以上での組織の構成｣）

○環境保全型農業直接支払交付金
交付金を受けるための事業要件である｢推進活動（環境保全型農業の技術

向上や理解促進に係る活動等）」を免除

○強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ、新基本計画
実装・農業構造転換支援事業
施設ごとの交付対象上限事業費を1.3倍に拡大（強い農業づくり総合支援交付金のう
ち産地基幹施設等支援タイプにおいては、優先加算ポイントの適用案件のみ）

○農山漁村振興交付金
地域資源活用価値創出対策のうち産業支援型において、加工・販売施設等の整備に
対して交付率を嵩上げ（3/10→1/2）等

○中山間地農業ルネッサンス推進事業
中山間地域等で収益力向上や販売力強化等の取組、デジタル技術の導入・定着を
推進する取組を支援

○農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業
農村ＲＭＯの形成に向けて、実証事業やデジタル技術の導入・定着を推進する取

組、中間支援組織の育成や農村ＲＭＯの裾野を拡げるための取組等を支援

（03-3501-8359）農村振興局地域振興課［お問い合わせ先］


